
2019年3月29日 

 

 社会福祉法人クムレ 女性活躍推進法に基づく行動計画 

 

ワーク・ライフ・バランスの推進と男女ともに永く活躍できる職場環境の整備を行うため、

次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 2019年4月 1日～2024年 3月31日までの 5年間 

 

２．当法人の課題 

  男性の育児休業取得者が少ない。 

 

３．目標 

  男性の育児休業取得率を10％以上にする。 

 

４．取組内容と実施時期 

 

 取組1：利用可能な両立支援制度に関する職員・管理職への周知徹底 

   2019年4月～ ・育児休業に関する諸制度（公的・法人独自）の情報提供 

    （電子掲示板等の活用、個別相談等の実施） 

  

 取組2：両立支援制度の利用促進と働き方改革 

     （時間制約のある職員がいることを前提にした業務管理） 

   2019年4月～ ・育児休業や短時間勤務を取得する職員の業務を他の職員が引き  

   継げる体制作り（業務の標準化等） 

            ・業務の効率化、代替人材確保の仕組み作り 

 

 取組3：多様な価値観・ライフスタイルを受容できる職場風土の醸成 

   2019年4月～ ・育児に積極的に関わるための情報提供 

   ・研修等を通じたワーク・ライフ・バランスに関する意識啓発 

 

以上 

  



◯現状把握（支援ツールによるタイプ分類） 

 

Ⅰ：基礎項目（2019年3月現在 正規職員） 

（１）採用した労働者に占める女性労働者の割合・・・81.5％ 

    （参考：不足＝20％未満、課題分析が必要＝40％）  

（２）男女の平均継続勤務年数の差異・・・100.0％（女性：5.3年、男性：4.1年） 

    （参考：不足＝70％未満、課題分析が必要＝80％） 

（３）管理職に占める女性労働者の割合・・・66.7％ 

    （参考：不足＝20％未満、課題分析が必要＝40％） 

 

⇒ 判定：女性の活躍が比較的進んでいる企業 

 ⇒ 男女間の賃金格差・・・非該当 

  ⇒「より一層、女性活躍を推進できるよう、さらに上を目指す」ケース 

 

Ⅱ：選択項目 

 参考：「子育てと仕事を両立しながら就業継続することが困難」なケース 

（課題分析の視点） 

・出産・子育て等を機に（あるいはそれ以前に）、女性社員が退職する傾向にないか 

・女性だけでなく男性も、両立支援制度の利用や柔軟な働き方の選択ができる状況にあるか 

・出産・子育て期に入る以前に、女性社員が仕事と家庭を両立しながらキャリア形成を重ねる 

 イメージを持つことができているか 

・子育て中の女性社員が、時間制約を有するがゆえに、職階や出産前の実績に見合った職務を 

 担うことが困難になり、やりがいを失っていないか 

 

（１）9～11事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の継続雇用割合 

   （※新規学卒者） 

  9～11事業年度前に採用された女性労働者の継続雇用割合・・・18.0％ 

  9～11事業年度前に採用された男性労働者の継続雇用割合・・・15.4％ 

   ⇒次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画・・・定時退社デー等 

 

（２）育児休業取得率及び平均取得期間（直近３ヶ年度） 

  ①育児休業取得率：   女性・・・100.0％   男性・・・6.7％ 

  ②育児休業取得期間（平均）： 女性・・・271.5日    男性・・・50日 

   ⇒女性活躍推進法に基づく行動計画 


